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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動力に関連する要求値であって、アクセル開度に応じた要求値を算出する要求値算出
手段と、
　制限車速を取得する制限車速取得手段と、
　制限車速及び現在の車速の車速偏差に応じた制限加速度から駆動力に関する上限値を算
出する上限値算出手段と、
　前記要求値及び前記上限値のうち小さい方の値を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された値に対応した駆動力が発生するように駆動力発生装置を
制御する制御手段と、
　前記選択手段により前記上限値が選択されている場合は現在の加速度と前記制限加速度
から前記上限値を補正し、前記選択手段により前記要求値が選択されている場合は現在の
加速度と前記要求値により前記上限値を補正する上限値補正手段と、を含む車速制限装置
。
【請求項２】
　前記要求値算出手段、前記上限値算出手段、前記選択手段、前記制御手段及び前記上限
値補正手段は、周期毎に同期して動作し、
　前記上限値補正手段は、ある周期で前記選択手段により前記上限値が選択されている場
合は次の周期では現在の加速度と前記制限加速度から前記上限値を補正し、ある周期で前
記選択手段により前記要求値が選択されている場合は次の周期では現在の加速度と前記要
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求値により前記上限値を補正する請求項１に記載の車速制限装置。
【請求項３】
　前記上限値算出手段は、前記制限加速度に基づく制限値に、前記上限値補正手段が算出
する補正値を加算することで、前記上限値を算出し、
　前記上限値補正手段は、ある周期で前記選択手段により前記要求値が選択された場合、
次の周期では、走行抵抗と、現在の加速度及び車両重量の積との和を、現在の駆動力から
減算することで、前記補正値を算出する、請求項２に記載の車速制限装置。
【請求項４】
　前記上限値補正手段は、前記現在の駆動力として前記要求値を用いる、請求項３に記載
の車速制限装置。
【請求項５】
　前記上限値補正手段は、ある周期で前記選択手段により前記上限値が選択された場合、
次の周期では、前記制限加速度及び現在の加速度の偏差に基づいて、前記補正値を算出す
る、請求項３又は４に記載の車速制限装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車速制限装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　運転者要求駆動力（アクセル開度に基づいて算出される運転者が要求する駆動力）が車
速制限用目標駆動力よりも大きい場合、実車速が制限車速を超えることのないようにする
ために、両者のうちの小さい方、即ち車速制限用目標スロットル開度をスロットル開度指
令として選択し、電子制御スロットルバルブの開度制御を行う技術が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2010-077960号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実車速と制限車速の偏差から車速制限用加速度を算出し、車速制限用加速度から車速制
限用目標駆動力を算出し、アクセル開度から運転者要求駆動力を算出し、車速制限用目標
駆動力と運転者要求駆動力の内小さい方に基づいて駆動力を制御するとする。すなわち、
運転者要求駆動力が車速制限用目標駆動力より大きい場合は、駆動力を車速制限用目標駆
動力に制限する。
【０００５】
　ここで、車速制限用目標駆動力が運転者要求駆動力より小さく、車速制限用目標駆動力
に基づいて駆動力が制御されている状態を「制限状態」、車速制限用目標駆動力が運転者
要求駆動力より大きく、運転者要求駆動力に基づいて駆動力が制御されている状態を「非
制限状態」とする。
【０００６】
　車速制限用目標駆動力は車速制限用加速度から算出されるが、実車速が制限車速を超え
る可能性を低減するためには、車速制限用目標駆動力を走行状況に基づいて補正する必要
がある。制限状態である場合は、車速制限用目標駆動力に基づいて駆動力を制御している
ため、実加速度と車速制限用加速度の偏差に基づいて車速制限用目標駆動力を補正するこ
とができる。しかしながら、非制限状態である場合は、運転者要求駆動力に基づいて駆動
力を制御しているため、実加速度と車速制限用加速度の偏差に基づいて車速制限用目標駆
動力を補正することができない。なぜならば、非制限状態である場合は、実加速度は、運
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転者要求駆動力に基づいて駆動力を制御した結果達成された加速度であり、車速制限用目
標駆動力に基づいて駆動力を制御した結果達成された加速度ではないからである。
そのため、非制限状態である場合は走行状況に基づいて車速制限用目標駆動力を補正する
ことができない。非制限状態である場合に走行状況に基づいて車速制限用目標駆動力を補
正しなければ、走行状況によっては車速制限用目標駆動力が適正な値より大きくなること
で、実車速が制限車速超える可能性がある。また、走行状況によっては車速制限用目標駆
動力が適正な値より小さくなることで、必要以上に駆動力が制限されドライバが違和感を
覚える虞がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、駆動力発生装置が発生している現在の駆動力に基づいて非制限状態
における上限値を算出することで、要求値が選択されている非制限状態から上限値が選択
される制限状態への移行時の円滑性を高めることが可能な車速制限装置の提供を目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明によれば、駆動力に関連する要求値であって、アクセ
ル開度に応じた要求値を算出する要求値算出手段と、
　制限車速を取得する制限車速取得手段と、
　制限車速及び現在の車速の車速偏差に応じた制限加速度から駆動力に関する上限値を算
出する上限値算出手段と、
　前記要求値及び前記上限値のうち小さい方の値を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された値に対応した駆動力が発生するように駆動力発生装置を
制御する制御手段と、
　前記選択手段により前記上限値が選択されている場合は現在の加速度と前記制限加速度
から前記上限値を補正し、前記選択手段により前記要求値が選択されている場合は現在の
加速度と前記要求値により前記上限値を補正する上限値補正手段と、を含む車速制限装置
が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、要求値が選択されている非制限状態から上限値が選択される制限状態
への移行時の円滑性を高めることが可能な車速制限装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施例による車速制限装置１０を含む車両制御システム１の一例を示
す図である。
【図２】上限値算出部１０２の機能ブロック図である。
【図３】車速制限装置１０により実行される処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】上限駆動力算出処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】選択処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの第１算出方法に基づく上限駆動力ＦＬＩＭＩＴの算出態
様の説明図である。
【図７】ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの第２算出方法に基づく上限駆動力ＦＬＩＭＩＴの算出態
様の説明図である。
【図８】比較例による同時系列を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態の説明を行う。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施例による車速制限装置１０を含む車両制御システム１の一例を
示す図である。
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【００１３】
　車両制御システム１は、車速制限装置１０を含む。車速制限装置１０は、ＥＣＵ（Elec
tronic Control Unit）により形成される。
【００１４】
　車速制限装置１０は、ＡＳＬ（Adjustable Speed Limiter）機能を備える。
【００１５】
　車速制限装置１０には、車速を検出する車速センサ３０と、ＡＳＬメインスイッチ３２
と、アクセル開度（アクセル操作量）を検出するアクセル開度センサ４６と、が接続され
る。車速センサ３０は、例えば複数の車輪にそれぞれ設けられる車輪速センサである。こ
の場合、車速は、例えば、複数の車輪速センサの検出値の平均値に基づいて算出される。
【００１６】
　車速制限装置１０は、要求値算出部１０１と、上限値算出部１０２と、選択部１０３と
、制御部１０４と、記憶部１０５とを含む。
【００１７】
　要求値算出部１０１は、アクセル開度センサ４６からのアクセル開度に応じた要求値を
算出する。例えば、要求値算出部１０１は、アクセル開度と、車速とに基づいて、駆動力
に関連する要求値を算出する。駆動力に関連する要求値とは、駆動力自体の要求値であっ
てもよいし、加速度、スロットル開度、駆動トルク等に関する要求値であってもよい。以
下では、駆動力に関連する要求値は、一例として、駆動力自体の要求値であるとし、「運
転者要求駆動力」とも称する。
【００１８】
　上限値算出部１０２は、制限車速に基づいて、駆動力に関連する上限値を算出する。制
限車速は、固定値である。或いは、制限車速は、運転者によって設定される設定値である
。或いは、制限車速は、ＩＳＡ（Intelligent Speed Assistance）の場合のように、自動
的に設定される。例えば、制限車速は、インフラ等の車外施設（センタサーバーを含む）
から通信により取得できる制限速度情報であって、現在の走行中の道路の制限速度を表す
制限速度情報に基づいて、自動的に設定される。また、例えば、制限車速は、車載カメラ
等を用いて画像認識できる道路標識の制限速度情報に基づいて、自動的に設定される。
【００１９】
　駆動力に関連する上限値とは、駆動力に関連する要求値と同様、駆動力自体の上限値で
あってもよいし、加速度、スロットル開度、駆動トルク等に関する上限値であってもよい
。以下では、駆動力に関連する上限値は、一例として、駆動力自体の上限値であるとし、
「上限駆動力」とも称する。上限値算出部１０２の更なる機能について後述する。
【００２０】
　選択部１０３は、要求値算出部１０１により算出される運転者要求駆動力と、上限値算
出部１０２により算出される上限駆動力のうちの小さい方の値を選択する。例えば、選択
部１０３は、運転者要求駆動力が上限駆動力以上である場合に、上限駆動力を選択し、そ
れ以外の場合は、運転者要求駆動力を選択する。以下、選択部１０３により選択された駆
動力を「目標駆動力」とも称する。また、以下では、選択部１０３により運転者要求駆動
力が選択されている状態を「非制限状態」とも称し、選択部１０３により上限駆動力が選
択されている状態を「制限状態」とも称する。
【００２１】
　制御部１０４は、選択部１０３により選択された駆動力（目標駆動力）に対応した駆動
力が発生するようにエンジン４０及びトランスミッション４２（両者が駆動力発生装置の
一例）を制御する。例えば、制御部１０４は、目標駆動力を発生するように、エンジン４
０の目標回転数及びトランスミッション４２の目標変速比を決定し、目標回転数及び目標
変速比が実現されるようにエンジン４０及びトランスミッション４２を制御する。
【００２２】
　尚、要求値算出部１０１、上限値算出部１０２、選択部１０３、及び、制御部１０４は
、周期毎に同期して動作する（図３参照）。具体的には、ある周期では、要求値算出部１
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０１及び上限値算出部１０２は、それぞれ、運転者要求駆動力及び上限駆動力を算出し、
選択部１０３は、これらのうちの小さい方の値を選択し、制御部１０４は、選択された駆
動力（目標駆動力）に基づいてエンジン４０及びトランスミッション４２を制御する。
【００２３】
　記憶部１０５には、要求値算出部１０１等の各種処理に使用する情報（例えば車両重量
、マップ等）が記憶される。
【００２４】
　図２は、上限値算出部１０２の機能ブロック図である。尚、図２には、要求値算出部１
０１、選択部１０３及び制御部１０４についても併せて示されている。
【００２５】
　上限値算出部１０２には、制限車速、実車速、実加速度、走行抵抗、車両重量、及び、
現在発生駆動力が入力される。制限車速は、上述のとおりである。実車速（現在の実車速
）は、車速センサ３０の出力値に基づく値である。実加速度（現在の実加速度）は、車速
センサ３０の出力値の微分値に基づく値である。走行抵抗は、例えば実車速に応じて算出
される値である。走行抵抗は、転がり抵抗及び空気抵抗を含む。走行抵抗と車速との関係
を表すマップは、記憶部１０５に記憶される。現在発生駆動力は、要求値算出部１０１に
より算出される運転者要求駆動力に基づく値である。但し、現在発生駆動力は、現在のエ
ンジン４０の出力の推定値（例えば噴射量や空気量から算出値）に基づく値であってもよ
い。車両重量は、設計値に基づく値であり、記憶部１０５に記憶される。
【００２６】
　上限値算出部１０２は、これらの入力パラメータ（制限車速、実車速等）に基づいて、
上限駆動力を算出し、選択部１０３に出力する。上限駆動力ＦＬＩＭＩＴは、図２に示す
ように、以下の式で算出される。
上限駆動力ＦＬＩＭＩＴ＝ＦＦ制限駆動力ＦＦＦ＋制限駆動力ＦＦＢ　　式（１）
　制限駆動力ＦＦＦ（制限値の一例）は、区別のためＦＦ制限駆動力ＦＦＦと称する。Ｆ
Ｆ制限駆動力ＦＦＦは、次の通り算出される。まず、制限加速度算出部２００において、
制限車速及び実車速の偏差から制限加速度が算出される。本例では、制限車速及び実車速
の偏差は、制限車速から実車速が引かれる。制限加速度は、現在の実車速で許容できる最
大の加速度（制限車速の観点から許容できる最大加速度）に対応する。基本的には、制限
加速度は、制限車速及び実車速の偏差が大きいほど大きな値が算出される（図６参照）。
次いで、ＦＦ制限駆動力算出部２０２において、制限加速度からＦＦ制限駆動力ＦＦＦが
算出される。ＦＦ制限駆動力ＦＦＦは、例えば制限加速度に車両重量を乗じた値に、走行
抵抗を付加することで算出される。
【００２７】
　制限駆動力ＦＦＢ（補正値の一例）は、区別のためＦＢ制限駆動力ＦＦＢと称する。Ｆ
Ｂ制限駆動力ＦＦＢは、次の２通りの方法のうちの選択された方法で算出される。即ち、
ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの算出方法は、２つの方法がある。第１算出方法は、前回周期で選
択部１０３により上限駆動力が選択された場合に、今回周期で用いられる。即ち、第１算
出方法は、制限状態で用いられる。第２算出方法は、前回周期で選択部１０３により運転
者要求駆動力が選択された場合に、今回周期で用いられる。即ち、第２算出方法は、非制
限状態で用いられる。２つの方法の選択は、図２において符号２０６が付されたスイッチ
で模式的に示されている。
【００２８】
　第１算出方法によれば、図２に示すように、ＦＢ制限駆動力算出部２０４において、制
限加速度と実加速度の偏差からＦＢ制限駆動力ＦＦＢが算出される。例えば、制限加速度
から実加速度を引いて得られる加速度偏差に所定のゲインを乗じ、ゲインを乗じて得られ
た値（今回値）を前回値に積算し（各周期にわたって積分し）、積算して得られた値に、
車両重量を乗じることで、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢが算出される。
【００２９】
　第２算出方法によれば、図２に示すように、実加速度と現在発生駆動力とに基づいてＦ
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Ｂ制限駆動力ＦＦＢが算出される。具体的には、図２に示すように、実加速度に車両重量
を乗じ、車両重量を乗じて得られた値に、走行抵抗を付加し、付加して得られた値を、現
在発生駆動力から引くことで、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢが算出される。即ち、以下のとおり
である。
ＦＢ制限駆動力ＦＦＢ＝（現在発生駆動力）‐｛（車両重量）×（実加速度）＋（走行抵
抗）｝　　式（２）
　ここで、上記の式（２）の物理的な意味は、車両に作用させる進行方向の力（＝現在発
生駆動力－走行抵抗）の目標値から、その実際の値の計算値（車両重量×実加速度）を差
し引いた値であるので、この差であるＦＢ制限駆動力ＦＦＢは、走行中の路面勾配に起因
した値となる。具体的には、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢは、現在の走行中の路面勾配が０であ
るとき（平坦路であるとき）に略０となり、現在の走行中の路面勾配が上り勾配であると
きは、正の値となり、現在の走行中の路面勾配が下り勾配であるときは、負の値となる。
従って、第２算出方法によれば、走行中の路面勾配が平坦路でない場合であっても、車両
に作用させる進行方向の力（＝現在発生駆動力－走行抵抗）の目標値が実現されるような
ＦＢ制限駆動力ＦＦＢを算出できる。
【００３０】
　図２に示す構成によれば、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢは、前回周期で選択部１０３により運
転者要求駆動力が選択された場合（非制限状態）と、前回周期で選択部１０３により上限
駆動力が選択された場合（制限状態）とで、異なる方法で算出される。これに伴い、上限
駆動力ＦＬＩＭＩＴは、前回周期で選択部１０３により運転者要求駆動力が選択された場
合と、前回周期で選択部１０３により上限駆動力が選択された場合とで、異なる方法で算
出される。
【００３１】
　尚、図２に示す例では、上限値算出部１０２におけるＦＢ制限駆動力ＦＦＢを算出する
ブロック１０２ａが、特許請求の範囲の「上限値補正手段」に対応し、上限値算出部１０
２における他の部分が、特許請求の範囲の「上限値算出手段」に対応する。図２に示す例
では、ブロック１０２ａで算出されたＦＢ制限駆動力ＦＦＢがＦＦ制限駆動力ＦＦＦに加
算されることで上限駆動力ＦＬＩＭＩＴの補正が実現されている。
【００３２】
　次に、図３乃至図５のフローチャートを参照して、車速制限装置１０の動作について説
明する。
【００３３】
　図３は、車速制限装置１０により実行される処理の一例を示すフローチャートである。
図３に示す処理は、例えば、ＡＳＬ機能がオンしている間、所定周期毎に実行される。尚
、ＡＳＬ機能は、基本的には、ＡＳＬメインスイッチ３２がオンしている場合にオンする
。
【００３４】
　ステップＳ３００では、要求値算出部１０１は、アクセル開度及び車速を読み出し、読
み出したアクセル開度及び車速に基づいて、運転者要求駆動力を算出する。
【００３５】
　ステップＳ３０２では、上限値算出部１０２は、上限駆動力算出処理を行う。上限駆動
力算出処理については、図４を参照して後述する。
【００３６】
　ステップＳ３０４では、選択部１０３は、ステップＳ３００で得られる運転者要求駆動
力と、ステップＳ３０２で得られる上限駆動力ＦＬＩＭＩＴのうちの小さい方の値を選択
する選択処理を行う。選択処理については、図５を参照して後述する。
【００３７】
　ステップＳ３０６では、制御部１０４は、ステップＳ３０４で選択された駆動力（目標
駆動力）に対応した駆動力が発生するようにエンジン４０及びトランスミッション４２を
制御する。
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【００３８】
　図４は、上限駆動力算出処理の一例を示すフローチャートである。
【００３９】
　ステップＳ４００では、上限値算出部１０２は、制限車速、実車速、実加速度、走行抵
抗、車両重量、及び、現在発生駆動力を読み出す。尚、これらのパラメータのうち、車両
重量は固定値であるので、算出式に定数として組み込まれてもよい。
【００４０】
　ステップＳ４０２では、上限値算出部１０２は、ステップＳ４００で読み出したパラメ
ータに基づいて、ＦＦ制限駆動力ＦＦＦを算出する。ＦＦ制限駆動力ＦＦＦの算出方法は
上述のとおりである。
【００４１】
　ステップＳ４０４では、上限値算出部１０２は、制限フラグが"１"であるか否かを判定
する。制限フラグが"０"であることは、非制限状態であることを表し、制限フラグが"１"
であることは、制限状態であることを表す。判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ４
０６に進み、判定結果が"ＮＯ"の場合は、ステップＳ４０８に進む。
【００４２】
　ステップＳ４０６では、上限値算出部１０２は、ステップＳ４００で読み出したパラメ
ータに基づいて、第１算出方法によりＦＢ制限駆動力ＦＦＢを算出する。第１算出方法は
上述のとおりである。
【００４３】
　ステップＳ４０８では、上限値算出部１０２は、ステップＳ４００で読み出したパラメ
ータに基づいて、第２算出方法によりＦＢ制限駆動力ＦＦＢを算出する。第２算出方法は
上述のとおりである。
【００４４】
　ステップＳ４１０では、上限値算出部１０２は、ステップＳ４０２で算出したＦＦ制限
駆動力ＦＦＦと、ステップＳ４０６又はステップＳ４０８で算出したＦＢ制限駆動力ＦＦ

Ｂとに基づいて、上限駆動力ＦＬＩＭＩＴを算出する。上限駆動力ＦＬＩＭＩＴの算出方
法は上述のとおりである。
【００４５】
　図４に示す処理によれば、制限フラグが"１"である場合、即ち制限状態である場合に、
第１算出方法によりＦＢ制限駆動力ＦＦＢを算出し、制限フラグが"０"である場合、即ち
非制限状態である場合に、第２算出方法によりＦＢ制限駆動力ＦＦＢを算出できる。
【００４６】
　図５は、選択処理の一例を示すフローチャートである。
【００４７】
　ステップＳ５００では、選択部１０３は、運転者要求駆動力が上限駆動力ＦＬＩＭＩＴ

以上であるか否かを判定する。判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ５０２に進み、
判定結果が"ＮＯ"の場合は、ステップＳ５０６に進む。
【００４８】
　ステップＳ５０２では、選択部１０３は、上限駆動力ＦＬＩＭＩＴを選択する。
【００４９】
　ステップＳ５０４では、選択部１０３は、制限フラグを"１"にセットする。
【００５０】
　ステップＳ５０６では、選択部１０３は、運転者要求駆動力を選択する。
【００５１】
　ステップＳ５０８では、選択部１０３は、制限フラグを"０"にセットする。
【００５２】
　図５に示す処理によれば、上限駆動力ＦＬＩＭＩＴを選択した場合に、制限フラグを"
１"にセットし、運転者要求駆動力を選択を選択した場合に、制限フラグを"０"にセット
できる。
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【００５３】
　次に、図６を参照して、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの第１算出方法の意義について説明する
。ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの第１算出方法は、上述の如く、制限状態において採用される。
【００５４】
　図６は、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの第１算出方法に基づく上限駆動力ＦＬＩＭＩＴの算出
態様の説明図である。図６には、上から順に、アクセル開度の時系列、車速の時系列、加
速度の時系列、及び、各駆動力（ＦＦ制限駆動力ＦＦＦ、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢ、上限駆
動力ＦＬＩＭＩＴ）の時系列の一例が示されている。車速の時系列については、実車速の
時系列（実線）及び制限車速の時系列（点線）が示されている。また、加速度の時系列に
ついては、実加速度の時系列（実線）及び制限加速度の時系列（点線）が示されている。
【００５５】
　図６に示す例では、図６に示す期間中は制限状態が形成されるものとする。時刻ｔ１よ
りも前は、アクセル開度が１００％であり、制限車速が９０ｋｍ／ｈであり、実車速は略
９０ｋｍ／ｈである。図６に示す例では、時刻ｔ１にて、アクセル開度が１００％のまま
で、制限車速が９０ｋｍ／ｈから１００ｋｍ／ｈに変更される。これにより、制限車速が
徐々に増加し、時刻ｔ３にて１００ｋｍ／ｈに達する。これに伴って、制限車速及び実車
速の偏差が０よりも有意に大きくなり（図６の上下の矢印参照）、時刻ｔ１よりも前に比
べて、制限車速及び実車速の偏差に応じてＦＦ制限駆動力ＦＦＦが増加する。
【００５６】
　また、時刻ｔ１から時刻ｔ２までは制限加速度が実加速度よりも有意に大きく、これに
伴い、時刻ｔ１から時刻ｔ２までＦＢ制限駆動力ＦＦＢが増加する。他方、時刻ｔ２から
時刻ｔ４までは制限加速度が実加速度よりも有意に小さく、これに伴い、時刻ｔ２から時
刻ｔ４までＦＢ制限駆動力ＦＦＢが減少する。また、時刻ｔ４から時刻ｔ６までは制限加
速度が実加速度よりも有意に大きく、これに伴い、時刻ｔ４から時刻ｔ６までＦＢ制限駆
動力ＦＦＢが増加する。この結果、上限駆動力ＦＬＩＭＩＴは、図６に示すように、時刻
ｔ１から時刻ｔ２まで徐々に増加し、時刻ｔ３の後、時刻ｔ４まで徐々に減少し、その後
、時刻ｔ６まで増加する。この結果、時刻ｔ６では、制限車速及び実車速の偏差が略０と
なる。
【００５７】
　このようにして、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの第１算出方法に基づく上限駆動力ＦＬＩＭＩ

Ｔの算出方法によれば、制限車速及び実車速の偏差が０よりも有意に大きくなった場合に
、偏差が０になるように、ＦＦ制限駆動力ＦＦＦ及びＦＢ制限駆動力ＦＦＢが算出される
。
【００５８】
　ところで、制限状態において制限車速及び実車速の偏差を０にするために実現すべき駆
動力は、制限車速及び実車速の偏差からは一意に決まらず、走行中の路面勾配や車両の積
載状態に応じて異なる。従って、制限状態において上限駆動力ＦＬＩＭＩＴ＝ＦＦ制限駆
動力ＦＦＦとする比較構成では、走行中の路面勾配等によっては、制限車速及び実車速の
偏差を０にすることが難しくなる。この点、本実施例では、制限状態において上限駆動力
ＦＬＩＭＩＴ＝ＦＦ制限駆動力ＦＦＦ＋ＦＢ制限駆動力ＦＦＢとし、ＦＢ制限駆動力ＦＦ

Ｂは、第１算出方法により制限加速度と実加速度の偏差から算出される。走行中の路面勾
配等に起因した制御誤差（例えば、制限車速及び実車速の偏差が比較的大きな値に維持さ
れる状態）は、制限加速度と実加速度の偏差として現れる。従って、本実施例によれば、
走行中の路面勾配等に起因した制御誤差を低減できる。
【００５９】
　次に、図７及び図８を参照して、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの第２算出方法の意義について
説明する。ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの第２算出方法は、上述の如く、非制限状態において採
用される。
【００６０】
　図７は、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢの第２算出方法に基づく上限駆動力ＦＬＩＭＩＴの算出
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態様の説明図である。図７には、上から順に、車速の時系列、加速度の時系列、制限駆動
力（ＦＦ制限駆動力ＦＦＦ、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢ）の時系列、及び、駆動力（運転者要
求駆動力及び上限駆動力ＦＬＩＭＩＴ）の時系列の一例が示されている。車速の時系列に
ついては、実車速の時系列（実線）及び制限車速の時系列（点線）が示されている。また
、加速度の時系列については、実加速度の時系列（実線）及び制限加速度の時系列（点線
）が示されている。また、制限駆動力の時系列については、ＦＦ制限駆動力ＦＦＦの時系
列（実線）及びＦＢ制限駆動力ＦＦＢの時系列（点線）が示されている。また、駆動力の
時系列については、運転者要求駆動力の時系列（実線）及び上限駆動力ＦＬＩＭＩＴの時
系列（点線）が示されている。図７に示す例では、非制限状態は、時刻ｔ１までの期間、
形成され、時刻ｔ１以降は制限状態が形成されている。
【００６１】
　図８は、比較例による同時系列を示す図である。比較例では、非制限状態においても、
制限状態と同様に、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢが第１算出方法により算出される。図８に示す
例では、非制限状態は、時刻ｔ２までの期間、形成され、時刻ｔ２以降は制限状態が形成
されている。
【００６２】
　ところで、非制限状態においては、上述の如く、車両の駆動力は運転者要求駆動力に基
づいて制御されているので、制限加速度と実加速度との加速度偏差が比較的大きくなりや
すい。このため、比較例によれば、図８（Ｂ）に示すように、制限加速度と実加速度との
加速度偏差が比較的大きいことに起因して、図８（Ｃ）に示すように、第１算出方法によ
り算出されるＦＢ制限駆動力ＦＦＢが大きく増加していく。これに伴い、上限駆動力ＦＬ

ＩＭＩＴも、図８（Ｄ）に示すように、大きく増加していく。この結果、比較例では、図
８（Ａ）に示すように、制限車速を実車速が上回っても、非制限状態から制限状態に移行
できず、制限車速を実車速が大きく上回った時刻ｔ２にて、非制限状態から制限状態への
移行が実現される。これに伴い、図８（Ｄ）に示すように、移行直後の駆動力の変動（上
限駆動力ＦＬＩＭＩＴの変動）も比較的大きくなる。このように、比較例によれば、非制
限状態から制限状態への移行が遅れ、移行後の駆動力の変動も大きくなる。即ち、非制限
状態から制限状態への移行時の円滑性が悪くなる。
【００６３】
　これに対して、本実施例によれば、上述の如く、非制限状態においては、第２算出方法
によりＦＢ制限駆動力ＦＦＢが算出されるので、図７に示すように、非制限状態から制限
状態への移行時の円滑性を高めることができる。具体的には、本実施例によれば、第２算
出方法によりＦＢ制限駆動力ＦＦＢが算出されるので、図７（Ｂ）に示すように、制限加
速度と実加速度との加速度偏差が比較的大きい場合でも、図７（Ｃ）に示すように、第２
算出方法により算出されるＦＢ制限駆動力ＦＦＢが大きく増加しない。これは、上述の如
く、第２算出方法では、制限加速度を用いずに、現在発生駆動力を用いて、ＦＢ制限駆動
力ＦＦＢが算出されるためである。即ち、第２算出方法では、上記の式（２）から分かる
ように、制限加速度と実加速度との加速度偏差を用いずに、現在発生駆動力に応じた加速
度（現在発生駆動力／車両重量）と実加速度との加速度偏差を用いて、ＦＢ制限駆動力Ｆ

ＦＢが算出されるためである。従って、上限駆動力ＦＬＩＭＩＴは、同様に、制限加速度
と実加速度との加速度偏差が比較的大きい場合でも、図７（Ｄ）に示すように、大きく増
加しない。この結果、本実施例では、図７（Ａ）に示すように、制限車速を実車速が超え
る前の時刻ｔ１にて、非制限状態から制限状態に移行できる。これに伴い、図７（Ｄ）に
示すように、移行時の駆動力の変動も比較的小さくできる。このように、本実施例によれ
ば、非制限状態から制限状態への移行時の円滑性を高めることができる。
【００６４】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳説したが、本発明は、上述した実施例に制限
されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施例に種々の変形及び
置換を加えることができる。
【００６５】
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　例えば、上述した実施例では、エンジン４０及びトランスミッション４２の組み合わせ
が駆動力発生装置の一例として用いられているが、これに限られない。駆動力発生装置は
、電気モータ及びトランスミッションの組み合わせであってもよいし、エンジン、電気モ
ータ及びトランスミッション（例えば遊星歯車による減速機構を含む）の組み合わせであ
ってもよい。
【００６６】
　また、上述した実施例では、上述の如く、一例として、駆動力に関連する要求値は、駆
動力自体の要求値（運転者要求駆動力）であり、駆動力に関連する上限値は、駆動力自体
の上限値（上限駆動力）である。しかしながら、駆動力に関連する値は、上述の如く、加
速度、スロットル開度、駆動トルク等に関する値であってもよい。例えば、駆動力に関連
する要求値は、加速度の要求値（運転者要求加速度）であり、駆動力に関連する上限値は
、加速度の上限値（上限加速度）であってよい。この場合も、運転者要求駆動力や上限駆
動力のような各駆動力は、車両重量で除算されることで、加速度の次元で扱うことができ
る。例えば、ＦＢ制限駆動力ＦＦＢは、以下のようにして、ＦＢ制限加速度αＦＢとして
算出されてよい。
ＦＢ制限加速度αＦＢ＝（現在発生駆動力）／（車両重量）‐｛（実加速度）＋（走行抵
抗）／（車両重量）｝　　式（２'）
この場合、式（２'）において、（現在発生駆動力）／（車両重量）は、運転者要求加速
度に対応する。このようにして得られるＦＢ制限加速度αＦＢは、ＦＦ制限駆動力αＦＦ

と足し合せられることで、制限加速度αＬＩＭＩＴが算出される。そして、制限加速度α

ＬＩＭＩＴは、運転者要求加速度との関係で小さい方の加速度が選択され、選択された加
速度が駆動力の次元に変換されてよい。尚、かかる場合も、ＦＢ制限加速度αＦＢ（ひい
てはそれに基づく制限加速度αＬＩＭＩＴ）が現在発生駆動力等に基づいて算出されてい
ることには変わりはない。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　車両制御システム
　１０　　車速制限装置
　３０　　車速センサ
　３２　　ＡＳＬメインスイッチ
　４０　　エンジン
　４２　　トランスミッション
　４６　　アクセル開度センサ
　１０１　　要求値算出部
　１０２　　上限値算出部
　１０３　　選択部
　１０４　　制御部
　１０５　　記憶部
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